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確定給付企業年金の積立基準について
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※当資料での略号：
確定給付企業年金＝ＤＢ
確定給付企業年金法施行規則＝ＤＢ規則
社会保障審議会企業年金部会＝企業年金部会
企業年金連合会＝企年連
通知「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」
（平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第0329002号）＝承認認可通知
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ポイント

■非継続基準抵触の際の「特例掛金」の設定方法の改正（案）

○改正概要(案) ：ＤＢ制度の財政検証ルールのうち、“非継続基準”に抵触し、翌々年度から特例掛金を
拠出する場合(注２)の「特例掛金の下限額の算定方法」を、次のとおり改正
（趣旨：｢翌年度の積立不足増減見込額｣を一括拠出から分割拠出に変更し、掛金負担の変動を抑制）

（＊）当年度最低積立基準額に対する積立比率が、0.8未満は1/5、0.8以上0.9未満は1/10、0.9以上1.0未満は1/15

○施行期日(案)：公布の日から施行（経過措置あり(注３)）

改正（案） 現行

（「当年度積立不足」＋「翌年度の積立不足
増減見込額」）×（1/5～1/15）（＊）

「当年度積立不足」×（1/5～1/15）（＊）

＋「翌年度の積立不足増減見込額」

分割拠出 一括拠出

（注１）企年連から要望していた５項目のうちの１つ。なお、残りの４項目は今回見送り（６～７ページ参照）
（注２）積立比率方式による場合
（注３）平成31年3月31日以前に終了する事業年度に係る決算においては、改正前の方法も可

◆第２０回企業年金部会(平成30年4月20日開催)で「ＤＢの積立基準について」が議論されました。

◆うち、「非継続基準抵触の際の特例掛金の設定方法」について、掛金負担の変動を抑制する観点を反映

させた改正(注１)が承認され、現在、パブリックコメントで意見募集されています。

必須（検討中）

改正（案）の概要
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（注）第２０回社会保障審議会企業年金部会の資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000204064.html

パブリックコメント（締切は、平成３０年5月23日、5月27日)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180011&Mode=3

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180016&Mode=0

・「特例掛金」の設定方法を改正することで、非継続基準抵触の際の「翌年度の積立不足増減見込額」（下図 Ｄ）

は、改正（案）：当年度の積立不足と合算して分割拠出 ← 現行：一括拠出 となります。

１．改正（案）の狙い
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http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000204064.html
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180011&Mode=3
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180016&Mode=0
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（注）Ａ～Ｄ、A’～C’は２ページ図をご参照下さい○拠出1年目（翌々年度）の特例掛金

２．特例掛金の拠出イメージ（１） [例１：翌年度に積立不足が増加する場合]

【翌年度に積立不足が増加する場合（２ページ図の「Ｄ」の部分がプラスの場合）】
・拠出1年目の特例掛金（下限）は、現行より低くなり、1年目の掛金負担の変動が抑制されます。

※試算前提条件

当年度 翌年度 増減額

最低積立基準額 １,０００ １,０３０ ＋３０

純資産額 ８２０ ８００ ▲２０

積立不足 １８０ ２３０ ＋５０

改正（案） 現行

ア．積立不足＋翌年度の積立不足増減見込額（改正（案）） or 積立不足（現行） ２３０ １８０

当年度最低積立基準額の０．９以上１．０未満の部分（Ａ’ or Ａ） １００ １００

当年度最低積立基準額の０．８以上０．９未満の部分（Ｂ’ or Ｂ） １００ ８０

当年度最低積立基準額の ０．８未満の部分（Ｃ’ or Ｃ） ３０ ０

イ．上記アに対して、右欄外の率を乗じて得た額の合計額 ２３ １５

翌年度の積立不足増減見込額（Ｄ） － ５０

翌々年度の特例掛金の下限（改正（案）：イ、現行：イ＋Ｄ（負値は０）） ２３ ６５

翌々年度の特例掛金の上限（改正（案）：ア、現行：ア＋Ｄ）（負値は０） ２３０ ２３０

率

… １／１５

… １／１０

… １／ ５
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２．特例掛金の拠出イメージ（２） [例２：翌年度に積立不足が減少する場合]

【翌年度に積立不足が減少する場合（２ページ図の「Ｄ」の部分がマイナスの場合）】
・拠出1年目の特例掛金（下限）は、現行より高くなり、将来の掛金負担の変動が抑制されます。

（注）Ａ～Ｄ、A’～C’は２ページ図をご参照下さい○拠出1年目（翌々年度）の特例掛金

※試算前提条件

率

… １／１５

… １／１０

… １／ ５

当年度 翌年度 増減額

最低積立基準額 １,０００ ９７０ ▲３０

純資産額 ８２０ ８１０ ▲１０

積立不足 １８０ １６０ ▲２０

改正（案） 現行

ア．積立不足＋翌年度の積立不足増減見込額（改正（案）） or 積立不足（現行） １６０ １８０

当年度最低積立基準額の０．９以上１．０未満の部分（Ａ’ or Ａ） １００ １００

当年度最低積立基準額の０．８以上０．９未満の部分（Ｂ’ or Ｂ） ６０ ８０

当年度最低積立基準額の ０．８未満の部分（Ｃ’ or Ｃ） ０ ０

イ．上記アに対して、右欄外の率を乗じて得た額の合計額 １３ １５

翌年度の積立不足増減見込額（Ｄ） － ▲２０

翌々年度の特例掛金の下限（改正（案）：イ、現行：イ＋Ｄ（負値は０）） １３ ０

翌々年度の特例掛金の上限（改正（案）：ア、現行：ア＋Ｄ）（負値は０） １６０ １６０
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３．パブリックコメント

・平成30年4月23日、27日に「非継続基準抵触の際の『特例掛金』の設定方法」の改正内容がパブリック
コメントに付され、意見募集されています。

・締切は、（１）ＤＢ規則分：平成30年5月23日 （２）通知分：平成30年5月27日 です。

※パブリックコメントは、以下をご参照下さい

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180011&Mode=3
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180016&Mode=0

（１）【平成30年4月23日】 ＤＢ規則について
・第５８条（積立不足に伴い拠出すべき掛金の額）等 の改正
・公布日から施行
・経過措置として平成31年3月31日以前に終了する事業年度に係る決算では改正前の方法も可

（２）【平成30年4月27日】通知「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」
（平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第0329002号）

・（別紙１）確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準 の改正
・様式C7‐イ、カ等 の改正
・通知の発出日から改正
・上記のＤＢ規則の経過措置を適用する場合は、改正前の通知の方法も可

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180011&Mode=3
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180016&Mode=0
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（１）企年連からの要望事項と企業年金部会での論点１ご参考

要望事項 要望の理由 論点

予定利率
の算定基
準の変更

非継続基準の予定利率
について、国債の利回り
ではなく、優良社債の利
回りを勘案して定める。

ＤＢは民間により行われてい
る制度であることから、必ずし
も国と同等の信用を確保する
必要はない。

×（今回不採用）

現行の非継続基準の最低積立基準
額の算定に用いる予定利率について
は、
・３０年国債の応募者利回りの５年平

均を基準として算定していること
・この基準で定められた率に０．８～

１．２を乗じることも可能としている
こと

により、一時的な変動を緩和・除去す
る措置を講じているところである。

加えて、最低積立基準額は、制度終
了時の分配金や他制度への移換金
の算定に使用されるなど、予定利率
の変更が加入者等の受給額に直接
影響するものであることから、予定利
率の低下を受けて現時点で変更する
ことは適当ではないのではないか。

非継続基準の予定利率
について、大臣が定める
率に０．８～１．２の係数
を乗じることを可能として
いるところ、０．５％等の
許容利率を加減する方法
に変更する。

現在の低金利下においては、
予定利率の上下限の幅が導
入当初（平成１５年）に設定し
ていたものに比べて狭まって
おり、その意義が薄れている。

マイナス金利導入（平成２
８年２月）後の期間におけ
る国債の利回りを予定利
率の算定対象から除外す
る、又は利回りを勘案す
る期間を現在の５年より
長い年数に設定する。

金融緩和政策による現下の
金融市場が自然な取引の場
を形成していないと考えれば、
機械的な非継続基準の適用
による超低金利の影響を排
除する工夫も正当化される。
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（１）企年連からの要望事項と企業年金部会での論点２ご参考

要望事項 要望の理由 論点

予定利率
以外の変
更

非継続基準に抵触し、
翌々事業年度から掛金を
拠出する場合の翌事業
年度に発生する追加債務
（２ページ図の「Ｄ」）につ
いて、分割償却を可能と
する。

翌々事業年度から特例掛金
を拠出する場合の追加債務
については、翌事業年度に一
括拠出する取扱いであり、経
年的な負担額の変動を著しく
増加させている。

○（今回採用）

非継続基準に抵触した場合において、
積立比率方式により翌々事業年度か
ら特例掛金を拠出しようとすると、翌
事業年度に増加が見込まれる積立不
足を一括拠出することとなるが、これ
は翌事業年度から特例掛金を拠出す
る場合との均衡を欠いていると考えら
れることから、当事業年度の積立不足
額と翌事業年度の積立不足の増加見
込額を同等に取り扱うように改正する
こととしてはどうか。

非継続基準導入時の経
過措置（積立比率の基準
値を１．０から０．９に緩和
する措置）を再導入する。

厚生年金基金からＤＢ移行に
伴う最低責任準備金の納付
により資産額が減少し、財政
基盤が盤石でないＤＢが多い。

×（今回不採用）
（特に記述なし）
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該当法令 改正（案）内容

ＤＢ規則
第５８条

（赤字が改正
部分）

積立不足に伴い拠出すべき掛金の額

改正後 改正前

ＤＢ法第６３条の厚生労働省令で定めるところにより
算定した額は、翌々事業年度の掛金の額に追加し
て拠出する場合にあっては、次の額とする。
①以上②以下で規約に定める額

① 当事業年度の末日における積立比率（読替後
積立金÷最低積立基準額）の区分に応じて下表
の右欄に定める額

不足額＝最低積立基準額－読替後積立金
② 当事業年度の不足額
読替後積立金＝積立金－翌事業年度の最低積立

基準額の増減見込額＋翌事業

年度の積立金の増減見込額

ＤＢ法第６３条の厚生労働省令で定めるところにより
算定した額は、翌々事業年度の掛金の額に追加し
て拠出する場合にあっては、次のⅠ＋Ⅱの額とする。
Ⅰ.①以上②以下で規約に定める額

① 当事業年度の末日における積立比率（積立金
÷最低積立基準額）の区分に応じて下表の右欄
に定める額

不足額＝最低積立基準額－積立金
② 当事業年度の不足額

Ⅱ.翌事業年度の最低積立基準額の増減見込額

－翌事業年度の積立金の増減見込額

ご参考 （２）法令改正（案）の概要 （条文を一部整理加工）

積立比率 額

0.8未満 （不足額－最低積立基準額×0.2）
÷5＋最低積立基準額÷60

0.8以上
0.9未満

（不足額－最低積立基準額×0.1）
÷10＋最低積立基準額÷150

0.9以上
1.0未満

不足額÷15

積立比率 額

0.8未満 （不足額－最低積立基準額×0.2）
÷5＋最低積立基準額÷60

0.8以上
0.9未満

（不足額－最低積立基準額×0.1）
÷10＋最低積立基準額÷150

0.9以上
1.0未満

不足額÷15
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ご参考 （２）法令改正（案）の概要 （条文を一部整理加工）

（注）ＤＢ規則第５８条の表中の算式の解説（改正前）

【積立比率０．８未満の場合】

（不足額－最低積立基準額×０．２）÷５＋最低積立基準額÷６０

＝｛（最低積立基準額－積立金）－最低積立基準額×０．２｝÷５＋最低積立基準額×５÷３００

＝（最低積立基準額×０．８－積立金）÷５＋最低積立基準額×０．１×（３＋２）÷３０

＝ （最低積立基準額×０．８－積立金）÷５＋最低積立基準額×０．１×３÷３０＋ 最低積立基準額×０．１×２÷３０

＝ （最低積立基準額×０．８－積立金）÷５

＋最低積立基準額×（０．９－０．８）÷１０

＋最低積立基準額×（１．０－０．９）÷１５

【積立比率０．８以上０．９未満の場合】

（不足額－最低積立基準額×０．１）÷１０＋最低積立基準額÷１５０

＝｛（最低積立基準額－積立金）－最低積立基準額×０．１｝÷１０＋最低積立基準額×０．１÷１５

＝ （最低積立基準額×０．９－積立金）÷１０

＋最低積立基準額×（１．０－０．９）÷１５

改正後は「積立金」⇒「読替後積立金」

← 最低積立基準額の ０．８未満の部分の１／ ５

← 最低積立基準額の０．８以上０．９未満の部分の１／１０

← 最低積立基準額の０．９以上１．０未満の部分の１／１５

← 最低積立基準額の０．８以上０．９未満の部分の１／１０

← 最低積立基準額の０．９以上１．０未満の部分の１／１５



10

該当法令 改正（案）内容

承認認可通知
別紙１
３－３
（赤字が改正

部分）

【 】内は説明の
ために追加した
部分

掛金の拠出に関する事項の審査要領

改正後 改正前

非継続基準に抵触した翌々事業年度に掛金を拠出
することを規約で定めている場合には、

ＤＢ規則第５８条第２項の規定に基づき規約で定め
る額
【８ページのＤＢ規則第５８条の改正後の額です】

を特例掛金として拠出するよう定めること。

非継続基準に抵触した翌々事業年度に掛金を拠出
することを規約で定めている場合には、
翌事業年度の最低積立基準額の見込額

－当該事業年度の最低積立基準額
＋ＤＢ規則第５８条第１項の規約に定める額

＋翌事業年度の積立金増減見込額
が０を上回る場合に、当該上回る額
を特例掛金として拠出するよう定めること。

ご参考 （２）法令改正（案）の概要 （条文を一部整理加工）
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該当法令 改正（案）内容

様式Ｃ７-ウ、カ

（赤字が改正
部分）

積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類（非継続基準）

改正後 改正前

ご参考 （２）法令改正（案）の概要 （条文を一部整理加工）

(注)

業年度に掛金を拠出する場合には⑥の額を、非継続基準に抵触した

　翌々事業年度に掛金を拠出する場合には⑨の額をそれぞれ記載するこ

　と。また、⑧は負値となる場合でもそのまま記載すること。

３．③、⑦、⑧及び⑨は、非継続基準に抵触した翌々事業年度に掛金を拠

出する場合にのみ記載すること。また、⑩は非継続基準に抵触した翌事

積立金の積立てに必要となる額（③－②＋⑥） ⑦

翌 事 業 年度 にお ける 積立 金の 増加 見込 額 ⑧

翌々事業年度に追加する特例掛金の額（⑦－⑧） ⑨

翌 事 業 年 度 又 は 翌 々 事 業 年 度 に 追 加 す る
特 例 掛 金 の 額 （ ⑥ 又 は ⑨ ） ⑩

⑩ に 係 る 特 例 掛 金 （ 掛金 率又 は掛 金額 ） ⑪

う ち 加 入 者 負 担 分 ⑫

純 資 産 額 ①

財政検証の基準日における最低積立基準額 ②

翌事業年度における最低積立基準額の見込額 ③

積 立 水 準 の 回 復 に 必 要 な 掛 金 の 額 ④

積立金の額が最低積立基準額を下回る額（②－①） ⑤

④ 以 上 ⑤ 以 下 で 規 約 で 定 め る 額 ⑥

(注)

　のみ記載すること。

　にあっては、③－①－④の額を記載すること。

５．④は負値となる場合でも負値を記載すること。

　て準用する同条第１項第１号の額を記載すること。

２．⑦は、非継続基準に抵触した翌事業年度に掛金を拠出する場合に

　のみ記載し、③、④及び⑧は、翌々事業年度に掛金を拠出する場合に

３．⑤は、非継続基準に抵触した翌事業年度に掛金を拠出する場合に

あっては、規則第５８条第１項第１号の額を記載し、翌々事業年度に掛

金を拠出する場合にあっては、規則第５８条第２項において読み替え

４．⑥は、非継続基準に抵触した翌事業年度に掛金を拠出する場合に

あっては、②－①の額を記載し、翌々事業年度に掛金を拠出する場合

翌 事 業 年 度 に 追 加 す る 特 例 掛 金 の 額 ⑦

翌 々 事 業 年 度 に 追 加 す る 特 例 掛 金 の 額 ⑧

⑦又は⑧に係る特例掛金 （掛金率又は掛金額） ⑨

う ち 加 入 者 負 担 分 ⑩

純 資 産 額 ①

財政検証の基準日における最低積立基準額 ②

翌事業年度における最低積立基準額の見込額 ③

翌事業年度における積立金の増加 見込 額 ④

積 立 水 準 の 回 復 に 必 要 な 掛 金 の 額 ⑤

積 立 不 足 額 ⑥
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